
対象地域： 石 川 県 
当地域では、厚生労働省や消防庁からの助言などを得て、厚生労働科学研究費補助金「救急救命士の処置範

囲に係る実証研究」のモデル事業が行われます。平成２４年１１月１日から平成２５年１月３１日までの間、

医療機関、医師会及び消防署などの地域の救急医療の協議会（地域メディカルコントロール協議会）の連携

のもと、医師の具体的な指示を受けて救急現場や救急車内等で救急救命士が行える処置の範囲が広げられま

す。なお、傷病者の方が、今回拡大される救急救命士による処置を断ったとしても、これまで通りの救急搬

送などがなされ、不利益をこうむることはありません。 
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